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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスミッションまたは内燃機関のための吸引式オイルフィルタユニット（１）であ
って、
　該吸引式オイルフィルタユニット（１）は、樹脂製のオイルフィルタハウジング（２）
を有し、
　該オイルフィルタハウジング（２）は、
　　吸込ポンプと接続可能な少なくとも１つの吸込通路（９）と、
　　ポンプ吸込オイル流の吸込チャージ用として前記吸込ポンプによりフィードバックさ
れる圧力オイル容積流のための少なくとも１つのフィードバック通路（８）と、
　を有し、
　該フィードバック通路（８）は、前記吸込通路（９）への連通部の領域に少なくとも１
つのノズル装置を備え、
　該ノズル装置は、前記フィードバック通路（８）に挿入され、前記フィードバック通路
（８）と一体的にではなく構成された少なくとも１つのノズル本体（１０）を有すること
を特徴とする、吸引式オイルフィルタユニット。
【請求項２】
　前記吸込通路（９）と前記フィードバック通路（８）とは、その少なくとも一部が、前
記オイルフィルタハウジング（２）の一体化された構成要素であることを特徴とする、請
求項１に記載の吸引式オイルフィルタユニット。
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【請求項３】
　前記ノズル本体（１０）は前記フィードバック通路（８）に差し込まれることを特徴と
する、請求項１または２に記載の吸引式オイルフィルタユニット。
【請求項４】
　前記ノズル本体（１０）はシール手段を介して前記フィードバック通路（８）内で密封
されることを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項に記載の吸引式オイルフィルタ
ユニット。
【請求項５】
　前記フィードバック通路（８）は円形の内のりの断面を有しており、前記ノズル本体（
１０）は断面に関して前記フィードバック通路（８）に合わせて適合化されることを特徴
とする、請求項１から４のいずれか１項に記載の吸引式オイルフィルタユニット。
【請求項６】
　前記ノズル本体（１０）は組付位置にあるときに、前記フィードバック通路（８）の連
通部の周回する段部と、前記フィードバック通路（８）のスリーブ状に拡張する区域へ挿
入された圧力オイル供給管との間で保持されることを特徴とする、請求項１から５のいず
れか１項に記載の吸引式オイルフィルタユニット。
【請求項７】
　前記フィードバック通路（８）と前記ノズル本体（１０）とは、前記フィードバック通
路（８）への前記ノズル本体（１０）の挿入を１つの向きでのみ許容する指標付けのため
の手段を備えることを特徴とする、請求項１から６のいずれか１項に記載の吸引式オイル
フィルタユニット。
【請求項８】
　前記ノズル本体（１０）は、ジオメトリーが回転対称ではないノズル通路（１１）を取
り囲むことを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載の吸引式オイルフィルタ
ユニット。
【請求項９】
　前記ノズル本体（１０）は、その外周部に、少なくとも１つのシールリングを収容する
少なくとも１つの周回する環状溝（１４）を有することを特徴とする、請求項１から８の
いずれか１項に記載の吸引式オイルフィルタユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂製のオイルフィルタハウジングを有する、トランスミッションまたは内
燃機関のための吸引式オイルフィルタユニットに関するものであり、このオイルフィルタ
ハウジングは、吸込ポンプと接続可能な少なくとも１つの吸込通路と、ポンプ吸込オイル
流の吸込チャージ用として吸込ポンプによりフィードバックされる圧力オイル容積流のた
めの少なくとも１つのフィードバック通路とを有しており、フィードバック通路は吸込通
路への連通部の領域に少なくとも１つのノズル装置を備える。
【背景技術】
【０００２】
　吸込流チャージ部が組み込まれたこのようなオイルフィルタユニットは、たとえば特許
文献１から公知である。特許文献１に記載されたオイルフィルタユニットは、接続管とし
て構成されたオイル吐出部を備える２部分からなるオイルフィルタハウジングを含んでお
り、オイル吐出部に吸込ポンプを接続可能であり、この吸込ポンプが、オイルフィルタハ
ウジングに配置されたフィルタ媒体を通過するように、オイル容積流ないしフィルタオイ
ル容積流を送出する。
【０００３】
　吸込ポンプのいっそう高い効率を実現するために、ポンプ取込部へと案内されるオイル
容積流を、的確に案内される流体噴射によって補助するのが有意義であることが知られて
おり、それによって吸込ポンプのキャビテーション点がシフトし、その結果、吸込ポンプ
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でのキャビテーションの発生が回避される。回転数が高いとき、吸込ポンプは、トランス
ミッションや内燃機関で実際に必要とされるよりも多い圧力オイルないし高い圧力オイル
容積流量を供給するので、公知の吸込流チャージでは、余剰の圧力オイルが、または少な
くともその一部分が、吸込ポンプの上流側にある吸込通路流へとフィードバックされる（
戻される）。そのためにフィードバック通路には、吸込通路への連通部の領域に、通常は
吸込通路の一体的な分岐として構成されるノズル装置が配置されている。吸込通路は、プ
ラスチックからなるフィルタ上側シェルと一体的に製作された射出成形品として構成され
ている。
【０００４】
　吸込オイル容積流に圧力オイル容積流が供給されるとき、フィードバック通路が、ない
しは吸込通路へのチャージ接続部が、湾曲して案内されるのが望ましい。特にフィードバ
ック通路が側方に配置されていれば、流体工学的に好都合である、吸込通路への湾曲した
案内部が生じる。
【０００５】
　チャージ通路ないしフィードバック通路のこのような側方の接続部は、特許文献２に記
載されている。特許文献２は、車両トランスミッションのハウジングに配置されたオイル
ポンプの吸込側を接続するための接続構造に関するものであり、吸込接続管は吸込通路と
チャージ通路とを備える管状の本体を含んでおり、吸込通路はオイルポンプの吸込側を吸
込シュノーケルと接続しており、チャージ通路はオイルポンプの吸込側を吸込接続管のチ
ャージ接続部と接続しており、チャージ接続部は本体の側方に配置されており、チャージ
接続部は車両トランスミッションの油圧制御装置と直接的に接続されており、チャージ通
路は吸込接続管の内部で、吸込通路へ連通するチャージ通路の出口が回転対称でない断面
を有するように、吸込通路に連通している。
【０００６】
　同文献にすでに記載されているとおり、吸込流チャージの設計にあたって決定的に重要
なのは、圧力オイル容積噴射が吸込通路へ導入される向きである。
【０００７】
　しかし、オイルポンプの吸込通路へのフィードバック通路の接続部の構成は、製造技術
の面から実際上の限界があり、それは特に、これらの各部分が熱可塑性樹脂から一体的に
製作される場合である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００９０５０３３０Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許第１０２００７０２７２２２Ｂ４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって本発明の課題は、冒頭に述べた種類の吸引式オイルフィルタユニットをさら
に改良して、吸込流チャージのための圧力オイル容積流の案内に関して、できる限り広い
構成／設計の自由度が得られるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題は、樹脂製の（換言すればプラスチック製の）、特に熱可塑性樹脂製のオイル
フィルタハウジングを有する、トランスミッション（換言すれば、変速機またはギヤボッ
クス）または内燃機関のための吸引式オイルフィルタユニットであって、このオイルフィ
ルタハウジングは、吸込ポンプと接続可能な少なくとも１つの吸込通路と、ポンプ吸込オ
イル流の吸込チャージ用として（換言すれば、ポンプ吸込オイル流の吸込チャージ（吸込
過給）の目的のために）吸込ポンプによりフィードバックされる圧力オイル容積流のため
の少なくとも１つのフィードバック通路とを有しており、フィードバック通路は吸込通路
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への連通部の領域に少なくとも１つのノズル装置を備えるものによって解決され、本発明
による吸引式オイルフィルタユニットは、ノズル装置が、フィードバック通路に挿入され
、フィードバック通路と一体的にではなく構成された少なくとも１つのノズル本体を有す
ることを特徴としている。本発明に基づく構造により、材料選択やノズル装置の構成に関
して大幅な設計の自由度が得られる。ノズルの形態に関わる設計の自由度を大幅に高める
ために、本発明によると、ノズルを別個の挿入部品ないし別個のインサートとして施工す
ることが意図される。それにより、ノズルの材料や形態を、フィルタハウジングに関わり
なく選択することができる。それと同時に、ノズルが組み込まれた一体的なフィルタハウ
ジングを密閉する工具によって必然的に生じる制約も解消される。それにより、最大限可
能な作用が得られるように、ノズルジオメトリー（換言すればノズル形状）を最善に適合
化することができる。
【００１１】
　本発明による吸引式オイルフィルタユニットの好ましく好都合な実施形態では、吸込通
路とフィードバック通路とは、その少なくとも一部が（換言すれば、少なくとも区域的に
）オイルフィルタハウジングの一体化された構成要素であることが意図される。たとえば
吸込通路とフィードバック通路とは、たとえば熱可塑性樹脂から射出成形によって得られ
た、吸引式オイルフィルタユニットのハウジング上側シェルと一体的に構成されていてよ
い。
【００１２】
　吸引式オイルフィルタユニットの特別に好ましい実施形態では、ノズル本体はフィード
バック通路に差し込まれることが意図される。
【００１３】
　ノズル本体は、たとえばフィードバック通路内でシール手段を介して密封されていてよ
い。ノズル本体は、たとえばフィードバック通路の中でシール手段を通じてセンタリング
されていてもよい。
【００１４】
　ノズル本体は、フィードバック通路内で係止されていてもよい。
【００１５】
　本発明による吸引式オイルフィルタユニットの特別に好ましく好都合な実施形態では、
フィードバック通路は円形で回転対称の内のりの断面を有しており、ノズル本体は、断面
に関して、フィードバック通路に合わせて適合化されることが意図される。
【００１６】
　組立の可能性に関して好ましいノズル本体の実施形態では、ノズル本体は取付位置にあ
るときに、フィードバック通路の連通部の周回する段部と、圧力オイル供給接続管との間
に配置されており、圧力オイル供給接続管はフィードバック通路へ差し込まれる。フィー
ドバック通路は、圧力オイル供給接続管が中に挿入される、断面に関して拡張された区域
ないしスリーブ状に拡大された区域を有するのが好ましい。ノズル本体は、一方では、フ
ィードバック通路にある周回する段部によって保持され、他方では、圧力オイル供給接続
管の端面によって保持されるのが好都合である。
【００１７】
　本発明による吸引式オイルフィルタユニットの特別に好ましい態様では、フィードバッ
ク通路とノズル本体は、フィードバック通路へのノズル本体の挿入を１つの向きでのみ許
容する指標付けのための手段を備えることが意図される。それにより、ノズル本体が取付
位置にあるときの正しい向きが指標付けによって保証される、任意のノズル輪郭をもつノ
ズル開口部を構成することができる。
【００１８】
　本発明による吸引式オイルフィルタユニットの好ましい態様では、ノズルジオメトリー
は回転対称ではなく、その限りにおいて、吸込オイル流の最善の加速が実現されるように
、吸込オイル流へのチャージ容積流ないし圧力オイル流の案内が可能である。本発明によ
る吸引式オイルフィルタユニットの好都合な実施形態では、ノズル本体はその外周部に少
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なくとも１つの周回する溝を有しており、この溝が、たとえばＯリングのようなシールリ
ングを収容することが意図される。
【００１９】
　次に、図面に示されている実施例を参照しながら、本発明について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による吸引式オイルフィルタユニットを上から見た斜視図である。
【図２】オイルフィルタハウジングの上側シェルを示す斜視詳細図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図である。
【図４】図２の矢印ＩＶの方向から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明による吸引式オイルフィルタユニット１は、周回するフランジのところで互いに
オイル密封式に結合され、図示しないフィルタ媒体が内部に配置された容積部を取り囲む
フィルタハウジング上側シェル３およびフィルタハウジング下側シェル４を備える、オイ
ルフィルタハウジング２を含んでいる。
【００２２】
　吸引式オイルフィルタユニットは全体として、たとえばオートマチックトランスミッシ
ョンや内燃機関などのオイルパンに配置される。以下において流体としてのオイルという
用語を用いるとき、それはＡＴＦ（オートマチックトランスミッション液：Automatic Tr
ansmission Fluid）をも意味している。
【００２３】
　フィルタハウジング上側シェル３とフィルタハウジング下側シェル４は、熱可塑性樹脂
で射出成形されており、縁部側で周回するように相互に溶接されている。
【００２４】
　フィルタハウジング上側シェル３には、圧力接続管（吐出接続管）６ならびに吸込接続
管７が一体的に成形されており、圧力接続管６はフィードバック通路８の一部を形成し、
吸込接続管７は吸込通路９の一部を形成する。吸込接続管７には、図示しないオイル送出
ポンプを直接的に、または吸込接続管を用いて、接続可能である。圧力接続管６には、オ
イルポンプの圧力側（吐出側）と接続され、オイルポンプの送出容積流の部分流が吸込流
のチャージ（過給）のために中へとフィードバックされる圧力オイル供給管（吐出オイル
供給管）が接続されている。
【００２５】
　圧力オイル供給管は、それ以外の部分ではフィルタハウジング上側シェル３の構成要素
として構成されたフィードバック通路８の一部である。
【００２６】
　吸込通路９は、吸込接続管７と同様に、フィルタハウジング上側シェルの一体化された
構成要素であり、吸込通路９の一部はオイルフィルタハウジング２の内部で案内されてい
る。
【００２７】
　特に図４に示す吸込接続管７の平面図に見て取れるように、圧力接続管６にはノズル本
体１０が挿入されている。ノズル本体１０の位置は、図３に示す断面図からも見て取るこ
とができる。ノズル本体１０は実質的に円筒状に構成されており、フィードバック通路８
の円筒状の断面部へ押し込まれている。それに対して、ノズル本体１０を貫通するノズル
穴（ノズル通路）１１は回転対称には構成されておらず、吸込通路９へのフィードバック
通路の連通部の領域で先細になっているが、これは、それによって吸込通路９の中に入る
圧力オイル容積流の流速を高めるためである。
【００２８】
　ノズル穴１１の断面ジオメトリー（断面形状）は、吸込通路９への戻りオイル容積流の
側方での導入が行われるように構成されている。
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【００２９】
　特に図４に見て取れるように、ノズル本体の外側には、直径方向で向かい合い、半径方
向外側に向かって突出する２つのウェブ１２が設けられており、これらのウェブは指標補
助部として、フィードバック通路８の内周部にある相応に構成された溝１３に係合する。
【００３０】
　さらにノズル本体１０は外周部に、シール手段としての図示しないＯリングを収容する
周回する環状溝１４を備えている。
【００３１】
　同じく図３から明らかなように、圧力接続管６は、吸込通路９と反対を向いている側で
断面に関してわずかに拡張しており、ないしはスリーブ状に拡大しており、上に述べた図
示しない圧力オイル供給管の差込端部をそこで収容する。ノズル本体は、圧力オイル供給
管が組み付けられていないときに、断面が円形で回転対称のフィードバック通路に挿入さ
れ、その際に、図示しないＯリングシール材がフィードバック通路の内側円周と密封式に
当接する。フィードバック通路８は、フィードバック通路８が吸込通路９へ連通する領域
に、ノズル本体１０に対するストッパを形成する、内方に向かって突出する周回する鍔部
（段部）１５を備えている。Ｏリングシール材は、基本的にノズル本体１０がＯリングシ
ール材によっても、フィードバック通路８の内部でセンタリングされるように設定されて
いてよい。
【００３２】
　フィードバック通路８の内部でのノズル本体１０の係止は、少なくとも、圧力接続管６
に挿入されたフィードバック管の端面によってノズル本体が保持されていれば不要である
。
【符号の説明】
【００３３】
１　吸引式オイルフィルタユニット
２　オイルフィルタハウジング
３　フィルタハウジング上側シェル
４　フィルタハウジング下側シェル
５　フランジ
６　圧力接続管
７　吸込接続管
８　フィードバック通路
９　吸込通路
１０　ノズル本体
１１　ノズル穴
１２　ウェブ
１３　溝
１４　環状溝
１５　鍔部
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【図３】 【図４】
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